
廃止措置計画の認可基準と審査書における「Ⅲ．審査の内容」の各項目との整理 
 

実用発電用原子炉の設置、運転等に関す

る規則（昭和５３年通商産業省令第７７

号。）１１９条（廃止措置計画の認可の

基準） 

発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置

計画の審査基準審査基準（以下、「Ⅲ．審査の基準」記載事

項の抜粋） 

四国電力株式会社 伊方発電所１号炉に係る廃止措置計画の

実用炉規則第１１９条に規定する認可の基準への適合性に

関する審査結果（平成２９年６月原子力規制庁（以下、「Ⅲ．

審査の内容」の記載事項抜粋） 
１ 廃止措置計画に係る発電用原子炉

の炉心から使用済燃料が取り出され

ていること。 
 
２ 核燃料物質の管理及び譲渡しが適

切なものであること。 
 
３ 核燃料物資又は核燃料物質によっ

て汚染された物の管理、処理及び廃棄

が適切なものであること。 
 
４ 廃止措置の実施が核燃料物質若し

くは核燃料物質によって汚染された

物又は発電用原子炉による災害の防

止上適切なものであること。 

２．申請書記載事項に対する審査基準 
（１）解体の対象となる施設及びその解体の方法 
３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（２）廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に

係る工事作業区域図 

１．廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその

解体の方法 

２．申請書記載事項に対する審査基準 
（２）核燃料物質の管理及び譲渡し 
３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（１）既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出し

ていることを明らかにする資料 

２．核燃料物質の管理及び譲渡し 

２．申請書記載事項に対する審査基準 
（３）核燃料物質による汚染の除去 
３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（５）核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関す

る説明書 

３．核燃料物質による汚染の除去 

２．申請書記載事項に対する審査基準 
（４）核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄 

４．核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

２．申請書記載事項に対する審査基準 
（５）廃止措置の工程 

５．廃止措置の工程 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（３）廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

６．廃止措置に伴う放射線被ばくの管理について 
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３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（４）廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火

災等があった場合に発生すると想定される事故の種

類、程度、影響等に関する説明書 

７．事故時における原子炉施設周辺の一般公衆の実効線量 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（６）廃止措置期間中に機能を維持すべき原子炉施設等及

びその性能等並びにその性能等を維持すべき期間に

関する説明書 

８．廃止措置期間中に機能を維持すべき発電用原子炉施設及

びその性能並びにその性能を維持すべき期間 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（７）廃止措置に要する資金の額及びその調達計画に関す

る説明書 

９．廃止措置に要する資金の額及びその調達計画 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（８）廃止措置の実施体制に関する説明書 

１０．廃止措置の実施体制 

３．申請書に添付する書類の記載事項に対する審査基準 
（９）品質保証計画に関する説明書 

１１．品質保証計画 

 


